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≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（発明の名称を「遊技機」とする特許出願の拒絶審決取消訴訟）［上］（全２回）

－平成28年（行ケ）第10238号、平成29年７月18日判決言渡－

事案の概要

　審決取消訴訟における裁判所の審理の対象は、審決の実体上及び手続上の違法性一般であり、具体的
には、事実認定の誤り、法令解釈・適用の誤り、判断の誤り、手続違反（手続違背）など、多様である。
審決等の行政処分は、内容的に正しいだけでなく、手続的にも適正なプロセスを経ていることが求めら
れる。
　本件は、手続違反（手続違背）により審決が取り消された事案であり、本来、請求項２に記載された発
明を審理・判断の対象とすべきところを、誤って、請求項１に記載された発明をその対象として表記し
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てしまったというめずらしいケースである。
　本件の関係条文は、次のとおりである。
特許法第159条第２項
　「第50条及び第50条の２の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見し
た場合に準用する。（以下略）」
特許法第50条
　「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、
相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の２第１項第
１号又は第３号に掲げる場合（同項第１号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて次条の
規定による通知をした場合に限る。）において、第53条第１項の規定による却下の決定をするときは、こ
の限りでない。」
　なお、手続違反（手続違背）を理由に特許庁の審決が取り消されることは少なくない。手続違反とされ
る類型には、意見を述べる機会の不付与（不意打ち）、理由不備・審理不尽、判断の遺脱などがある。
　（次のような裁判例がある。意見を述べる機会の不付与：知財高判平25.10.16＝平成24年（行ケ）10405号、
知財高判平23.10.4＝平成22年（行ケ）10298号、理由不備・審理不尽：知財高判平22.12.28＝平成22年（行ケ）
10229号、知財高判平21.10.30＝平成20年（行ケ）10323号、判断の遺脱：知財高判平23.10.4＝平成22年（行ケ）
10350号、知財高判平23.5.30＝平成22年（行ケ）10271号、知財高判平20.11.27＝平成18年（行ケ）10380号）

本件補正発明

　本件で問題となった補正発明の請求項１及び請求項２の記載は、次のとおりである（一見すると、両
者は類似している）。

「【請求項１】 
　識別情報の可変表示を行って表示結果を導出する可変表示手段に予め定められた特定表示結果が導出
されたときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機であって、
　未だ開始されていない識別情報の可変表示について、保留情報として記憶可能な保留記憶手段と、
　識別情報の可変表示を開始する結果を前記特定表示結果とするか否かを決定する開始時決定手段と、
　前記特定表示結果となるか否かを前記開始時決定手段による決定前に判定する開始前判定手段と、
　前記開始前判定手段による判定に基づいて、前記保留記憶手段に記憶されている保留情報に基づく識
別情報の可変表示が実行される前の複数回の識別情報の可変表示に渡って、連続した予告演出を実行す
る予告演出実行手段と、
　前記開始時決定手段の決定結果に基づいて、識別情報の可変表示の表示結果を示唆する示唆演出を実
行する示唆演出実行手段と、を備え、
　前記予告演出実行手段は、前記複数回の識別情報の可変表示において、第１予告演出を実行するパター
ンと、当該第１予告演出よりも前記特定表示結果となる割合が高い第２予告演出を実行するパターンと、
前記第１予告演出を実行した後に前記第２予告演出を実行するパターンと、のいずれかのパターンにて
前記予告演出を実行可能であるとともに、前記示唆演出の演出態様は複数あり、
　前記示唆演出実行手段により実行された前記示唆演出の演出態様に応じて、前記予告演出実行手段に
より前記第１予告演出を実行した後に前記第２予告演出を実行するパターンで前記予告演出が実行され
る割合が異なり、
　前記予告演出実行手段は、前記開始前判定手段による判定に基づいて、前記複数回の識別情報の可変
表示に渡って、一連の連続した特定予告演出を継続して実行可能である、
　ことを特徴とする遊技機。」


